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【別紙１】 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び

４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

 

平成２５年７月８日付け関原発第１５０号（平成２６年１０月３１日付け関原発第１７

２号及び平成２６年１２月１日付け関原発第２０２号をもって一部補正）をもって、関西

電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の

規定に基づき提出された高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発

電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、法に基づく指定を受けた国内の再処理事業者において再処

理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方

針であること 

・海外において再処理を行う場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力のため

の協定を締結している国の再処理事業者に委託する、これによって得られるプルト

ニウムは国内に持ち帰る、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しよ

うとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る重大事故等対処設備他設置工事に要する資金については、

自己資金、社債及び借入金により調達する計画としている。 

申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資金の状況、

調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。このことから、申請者に

は本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると

認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために

必要な技術的能力があると認められる。 
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４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術

的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障

がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認めら

れる。 
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【参考】 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 

(昭和 32 年法律第 166 号) 

 

（設置の許可） 

第四十三条の三の五 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところ

により、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委

員会に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 使用の目的 

三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 

四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

五 発電用原子炉及びその附属施設（以下「発電用原子炉施設」という。）の位

置、構造及び設備 

六 発電用原子炉施設の工事計画 

七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使

用量 

八 使用済燃料の処分の方法 

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当

該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 

 

（許可の基準） 

第四十三条の三の六 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合

においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなけ

れば、同項の許可をしてはならない。 

一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

二 その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎

があること。 

三 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委

員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項及び第四

十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を

適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 

四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質に

よつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものと

して原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 
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３ 原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、

第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 

（変更の許可及び届出等） 

第四十三条の三の八 第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者（以下「発電用

原子炉設置者」という。）は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から

第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、

原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる

事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第

五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更の

みをしようとするときは、この限りでない。 

２ 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。 

 

（許可等についての意見等） 

第七十一条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第

二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第

四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十三条の三の

二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項若しくは第四十三条

の三の十八第一項の規定による認可をする場合（以下この項において「許可等を

する場合」という。）においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらか

じめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければならない。 

一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣（試験研究の用に供す

る原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣） 

二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣（試験研究の

用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣） 

三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合（前二号に該当するも

のを除く。） 文部科学大臣 
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【別紙２】 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号及

び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、平成２５年７月８日付け関原発第１５０号（平成２６年１０

月３１日付け関原発第１７２号及び平成２６年１２月１日付け関原発第２０２号

をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）

第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、

同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項各号

のいずれにも適合していると認められるので、同法第４３条の３の８第２項におい

て準用する同法第４３条の３の６第３項の規定に基づき、別紙のとおり同条第１項

第１号に規定する基準の適用について、貴委員会の意見を求める。 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

 

平成２５年７月８日付け関原発第１５０号（平成２６年１０月３１日付け関原発

第１７２号及び平成２６年１２月１日付け関原発第２０２号をもって一部補正）を

もって、関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）

第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された高浜発電所の発電用原子炉設

置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の

３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準への適合については以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、法に基づく指定を受けた国内の再処理事業者において

再処理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理する

という方針であること 

・海外において再処理を行う場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力の

ための協定を締結している国の再処理事業者に委託する、これによって得られ

るプルトニウムは国内に持ち帰る、再処理によって得られるプルトニウムを海

外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこ

と 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
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【別紙３】 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号及

び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、平成２５年７月８日付け関原発第１５０号（平成２６年１０

月３１日付け関原発第１７２号及び平成２６年１２月１日付け関原発第２０２号

をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）

第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、

別紙のとおり同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の

６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第７１条第１項の

規定に基づき、貴職の意見を求める。 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

 

平成２５年７月８日付け関原発第１５０号（平成２６年１０月３１日付け関原発

第１７２号及び平成２６年１２月１日付け関原発第２０２号をもって一部補正）を

もって、関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）

第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された高浜発電所の発電用原子炉設

置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の

３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の

基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、法に基づく指定を受けた国内の再処理事業者におい

て再処理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理

するという方針であること 

・海外において再処理を行う場合は、我が国が原子力の平和利用に関する協力

のための協定を締結している国の再処理事業者に委託する、これによって得

られるプルトニウムは国内に持ち帰る、再処理によって得られるプルトニウ

ムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更

はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る重大事故等対処設備他設置工事に要する資金につい

ては、自己資金、社債及び借入金により調達する計画としている。 

申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資金

の状況、調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。このこと

から、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な

経理的基礎があると認められる。 
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３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更する

ために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行する

に足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃

料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害

の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合する

ものであると認められる。 

 



 

 

 

添付 

（案） 
 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

（ 3 号及び 4 号発電用原子炉 

施 設 の 変 更 ） に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術
的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１２月１７日 

原子力規制委員会 
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